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はじめに 
 

 本章は、内戦後のルワンダにおけるジェノサイド関連裁判と国民和解に関

する先行研究を整理し、簡単な紹介文を付したものである。周知のように、

ルワンダは 1990 年から 1994 年に激しい内戦とジェノサイドを経験した。と

りわけ 1994 年 4 月～7 月にかけてのジェノサイドは、国民の約 1 割が虐殺

されるという想像を絶する事件であった。この恐るべき事件を受けて、どの

ようにその傷を克服し、共存への道を開くのかという国民和解をめぐる問題

が、内戦後ルワンダで、また国際社会で頻繁に語られることになった。 

ルワンダの国民和解という文脈でとりわけ注目を浴びたのが、裁判である。

要約： 

内戦とジェノサイドによって深刻な人権侵害が生じたルワンダでは、現在

国民和解に向けた取り組みが行われている。その中で重要視されているのが、

ルワンダ国際刑事裁判所（ICTR）や「ガチャチャ」といった裁判である。本

章では、最終報告に向けた基礎作業として、内戦後ルワンダの裁判や国民和

解を扱った文献を挙げ、簡単な紹介文を付した。 
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ジェノサイドに対する国際社会の強い関心から、内戦終結後時間をおかずし

て、国連安全保障理事会のイニシャティヴで「ルワンダ国際刑事裁判所」

（International Criminal Tribunal for Rwanda: ICTR）がタンザニアのア

ルーシャに設置された。国内の通常の司法プロセスでもジェノサイドで重要

な役割を果たした容疑者が裁かれたが、犯罪に荷担したとされる人々の数が

ルワンダの通常の司法制度の処理能力を大幅に超えていたため、「ガチャチ

ャ」（Gacaca）と呼ばれる新たな制度が導入された。ガチャチャは、ローカ

ルレベルでジェノサイドに荷担した人々の罪状を確定しようという試みであ

る。ICTR の設置に際しても、ガチャチャ導入に際しても、国民和解の促進

がその目的に掲げられた。ここでは、正義と和解の関係が問われている。 

内戦や独裁政権下で深刻な人権侵害が大量に生じたあとで、それをいかに

克服するのかという問題は、移行期正義（transitional justice）の問題とし

て、今日世界的な関心を集めている。ICTR やガチャチャをめぐるルワンダ

の経験は、その中で最も注目を浴びている事例の一つである。本章は、来年

度の最終成果に向けた準備作業として、内戦後ルワンダにおける司法的な措

置と国民和解をめぐる文献を取り上げ、ごく簡単な紹介文を付す。なお、ル

ワンダ国際刑事裁判所については、本書第７章も参照してほしい。 
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